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消費者庁では、消費者安全法等に基づき、消費者事故に関する情報を一元的に集約し、
消費者に対する注意喚起や、各省庁に対する意見等を行うなど事故情報の活用について
一定の取組が行われている。しかしながら、集約された情報を基に、事故の未然防止等
につなげていく取組については、例えば、テキストマイニング等の新たな解析技術を活用
することで、更なる成果を期待できる。

ついては、消費者庁における事故情報の収集、分析、活用の状況等について、ビッグ
データの活用の観点も踏まえ、建議・提言等も視野に、消費者事故の未然防止、拡大防
止に資するための事故情報の活用等の在り方の調査・検討を行う。

新たな分析技術を用いた事故情報の分析・活用や分かりやすい周知により、
一層の消費者事故の未然防止や拡大防止を図り、子どもや高齢者など誰もが安
心して生活できる社会を実現する。
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調査の概要等



意見・措置要求等

処分・指導等

各省庁

消費者

消 費 者 庁（事故情報を一元的に集約）

消費者の生命・身体に係る事故発生

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品※）
【885件】

事業者
医療機関ネット
ワーク参画機関

事故情報データ
バンク参画機関
（関係省庁、独立行政

法人等）

事故情報
の提供

【5,633件】

事故情報
の提供

【7,733件】

消費生活用製品安全法
に基づく報告 個別法によらない任意の情報提供

消費者事故等の通知
【2,897件】

PIO-NET情報
（全国消費生活情報

ネットワーク・システム）
【１4,447件】

関係省庁・地方公共団体等 消費者相談窓口
国民生活センター
消費生活センター

消費者安全法に基づく通知

事故情報の登録
※消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に
供される製品をいう。（他の法律の規定によって危害の発生
及び拡大を防止することができると認められる事故として
政令で定めるもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く。）

事業者

す
き
間
事
案
の
措
置

注意喚起等

消費者庁における事故情報の収集・活用

事故情報の相談・通報等

※件数は２7年度のもの
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消費者安全法（消費者事故等の発生に関する情報の通知）

○重大事故等（死亡、30日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火
災等）
行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活セン
ターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、
直ちに、内閣総理大臣に対し、その旨及び当該重大事故等
の概要を通知しなければならない。

○消費者事故等
行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活セン
ターの長は、消費者事故等（重大事故等を除く。）が発生、被
害が拡大し、又は同種若しくは類似の消費者事故等が発生
するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当
該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概
要を通知するものとする。

消費者安全法に基づく消費者事故等の通知

5



消費者安全法等に基づいて消費者庁に通知される消費者事故等
に関する情報については、消費者事故等の発生及び被害拡大の
防止を旨として、その開示に努めなければならない（同法第3条第
1項、第4条第3項）。
⇒原則として毎週木曜日に公表（記者公表、ホームページ掲載）

消費者安全法に基づく重大事故等の定期公表
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消費生活用製品安全法

（消費生活用製品の重大製品事故の報告）

○消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製
造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が
生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び
型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又
は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告し
なければならない。

（重大製品事故に当たると事業者が認識した日を起算日とし
て１０日以内に報告しなければならない旨を府令で規定）

注）重大製品事故

死亡、３０日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火災等

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告
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消費生活用製品安全法に基づき重大製品事故の報告を受けた場合において、
重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要があると認めるときは、当該
重大製品事故に係る情報を公表することとしている（同法第36条）。

⇒原則として毎週火曜日と金曜日に公表
（記者公表、ホームページ掲載）

当該商品のイメー
ジ図等を掲載

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の定期公表等
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※重大製品事故に該当しない事故情報については、経済産業省から、製造業者等に対し
て、非重大の製品事故を知った場合、独立行政法人製品評価技術基盤機構に迅速かつ
的確に報告することを求める通達が発出されている。




